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寒河江市農業委員会 

第２回総会 

 

日 時 令和６年２月２６日（月）午前９時００分 

会 場 ハートフルセンター２階 多目的ホール 

 

 出席委員 

   １番 山 田 和 義   ２番 影 沢 政 俊   ３番 後 藤 孝 好 

   ４番 西 尾 沙 織   ５番 眞 木 早百合   ６番 郷 野 富司男 

   ７番 猪 倉 通 文   ８番 氏 家 理 香   ９番 安孫子  智 

  １０番 大 泉 孝 彦  １１番 鈴 木 浩 之  １２番 原 田 義 人 

 １３番 芳 賀   宏  １４番 高 橋  博   １５番 奥 山 浩 二 

  １６番 布 施 功 子  １７番 片 桐 道 雄  １８番 木 村 三 紀 

  

出席農地利用最適化推進委員 

   １番 小 野 敏 行   ２番 五十嵐 博 志   ３番 斎 藤 幸 宏 

   ４番 渡 邉 愼 一   ５番 熊 坂 浩 行   ６番 川 越 卯一郎 

   ７番 鬼 海 和 幸   ８番 菖 蒲   修   ９番 渡 邉   正 

 

 

 

 事務局 

   事務局長補佐（総括）  芳 賀 豊 彦  事務局長補佐（農地担当）  日下部 靖 広 

   総 務 係 主 任   木 村 龍 一  農 地 係 主 任  土 田  修 

    

 報告事項 

   （１）農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

   （２）工事進捗状況報告書について 

   （３）農地の現況変更について 

   （４）農地法の規定に基づく許可を要しない（農地法第４条第１項但書き） 

      農地の用途変更について 

 



 議事 

   （１）議題６号 農地法第３条の規定による許可処分について 

   （２）議題７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書の審議について 

   （３）議第８号 非農地証明願の審議について 

   （４）議第９号 農用地利用集積計画書の審議について 
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開会 午前 ９時 ７分 

 

木村議長     それでは、ただいまより寒河江市農業委員会第２回総会を

開催します。 

         はじめに、総会の成立についてですが、本日の出席者は総

委員数１８名中、出席委員１８名で、在任委員の全委員が出

席しておりますので、総会は成立します。 

なお、今月は総会に農地利用最適化推進委員９名中、９名

が出席しております。推進委員は、その担当する区域内にお

ける農地等の利用の最適化の推進について、意見を述べるこ

とができますので、申し添えます。 

 

 

木村議長     次に、「議事録署名委員の選任」ですが、恒例によりまし

て議長に一任いただけますでしょうか。 

 

         （「異議なし」の声あり） 

 

木村議長     それでは、２番の影沢委員、１４番高橋委員にお願いしま

す。 

 

木村議長     次に、「書記任命」ですが、木村主任にお願いします。 

 

木村議長     次に、「報告事項」ですが、事務局から報告をお願いしま

す。事務局。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい、議長。 

         報告事項につきまして、事務局のほうから報告させていた

だきます。 
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         （報告事項朗読） 

 

木村議長     ただいまの報告について何か質問はございますか。 

 

（発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、ほかに事務局からありますか。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） 特にありません。 

 

木村議長     それでは、早速議事に入ります。 

議第６号から議第９号までの議案について一括上程します。 

         （１）議第６号「農地法第３条の規定による許可処分に 

                 ついて」 

         （２）議第７号「農地法第５条第１項の規定による許可 

                 申請書の審議について」 

         （３）議第８号「非農地証明願の審議について」 

         （４）議第９号「農用地利用集積計画書の審議について」 

 

         以上、議第６号から議第９号まで一括上程します。 

次に、議事参与の制限ですが、議第９号「農用地利用集積

計画書の審議について」、１１番鈴木委員と熊坂推進委員、鬼

海推進委員が関係委員となっております。 

         ここで、先日開催されました事前審査会の報告を求めます。

片桐会長職務代理者、よろしくお願いします。片桐会長職務

代理者。 

 

片桐 会長 職務 代 理 者 はい、議長。１７番、片桐です。 

         去る２月１９日に開催されました事前審査会の報告を行

ないます。 



 - 3 - 

事前審査会では、今回の総会に係る案件について、各地 

区担当委員及び農地利用最適化推進委員による調査結果の報

告に基づく審査と、事前審査会における現地調査として、農

地法第５条の許可申請案件３件、非農地証明願案件１件の合

計４件を審査しました。 

議第７号「農地法第５条第1項の規定による許可申請書の審 

議について」順位５番、寒河江地区新山町の宅地分譲用敷地

への転用案件です。 

申請地は、都市計画区域内の用途地域にある農地であり、 

計画どおりであれば、特に問題ないと判断しました。 

次に順位５番、寒河江地区仲谷地の住宅建築用敷地への転 

用案件です。 

申請地は、都市計画区域内の用途地域にある農地です。 

寒河江・南部地区の委員等で現地確認をした際、一部にキ 

ウイを栽培している場所がありましたが、庭木や庭石等もあ

り、事前審査会時に現地確認を依頼され、現地確認を行いま

した。 

申請地は、都市計画区域内の用途地域にある農地です。 

現地確認を行い、議論をしましたが、既に農地でないため 

非農地証明で対応すべき、また原状復帰させるべき等厳しい

意見が出されたところです。 

地区審査及び総会時に再度審査、検討することとなったと 

ころです。 

よろしくご審議ください。 

次に順位７番、南部地区大字島字皿沼北の建設資材倉庫  

建築及び駐車場用敷地への転用案件です。 

申請地は、農用地区域外の農地で、第１種農地及び第３種 

農地のいずれにも該当しない農地です。計画どおりであれば、

特に問題ないと判断しましたが、出入り口の道路が通学路と

なっており、交通安全や近隣へのトラック騒音に気を付けて
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欲しいとの意見がありました。 

その他申請された案件については、農地法第５条順位６番

以外はすべて異議なしとされたところです。 

以上でありますが、各地区における十分な審査をお願いし

まして、事前審査会の報告とさせていただきます。 

 

木村議長     ご苦労様でした。 

         それでは、ただいまから地区審査に入ります。審査時間に

ついては３０分程度としまして、９時４５分までとします。

それでは地区審査の間暫時休憩とします。 

 

 休憩 午前  ９時１５分 

 

 再開 午前  ９時４８分 

 

木村議長     それでは、休憩を閉じまして議事を再開します。 

         始めに、議第６号「農地法第３条の規定による許可処分に 

        ついて」、地区担当委員より議案の朗読と現地調査の結果、地

区審査結果の報告をお願いします。 

         はじめに、寒河江・南部地区、氏家委員、お願いします。

氏家委員。 

 

氏家委員     はい、議長。８番、氏家です。 

         議第６号「農地法第３条の規定による許可処分について」、

１０ページをお開きください。順位４番、５番。 

 

         （議案書順位４番、５番朗読） 

 

         １２月に寒河江・南部地区の全農業委員・推進委員で現地

確認を行って参りました。また、２月１４日にも私が現地を
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もう一度確認しております。寒河江インターチェンジ近くに

ある佐竹商事の工場の北側に○○○○氏の田んぼと１１２号

線バイパスを河北町に向かって進み、５０メートルほど西に

入ったところにある○○○○氏の田んぼの交換の案件となっ

ております。 

         両者は親戚関係であり、申請通りであれば問題ないと判断

しております。なお、事前審査、地区審査何れも異議ありま

せんでした。以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続きまして順位６番、７番、８番、西根・三泉地区西尾委

員お願いします。西尾委員。 

 

西尾委員    はい、議長。４番、西尾です。 

         順位６番。 

 

         （議案書順位６番朗読） 

 

         順位６番について、２月１５日に西根・三泉地区全農業委

員、推進委員で現地確認を確認して参りました。場所は日田

から溝延に向かい、後藤石材工業を過ぎて農道に入った箇所

と、もう一本溝延側の農道から入った箇所の２箇所です。申

請通りであれば問題ないと判断しました。地区審査でも異議

ありませんでした。 

続いて順位７番。 

 

         （議案書順位７番朗読） 

 

順位７番について、２月１５日に西根・三泉地区農業委員、

推進委員で現地確認を確認して参りました。場所は日田から
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溝延に向かい、後藤石材工業の手前の大きい水路の手前の農

道に入り、１００メートルほど進んだところです。譲受人の

耕作地に隣接した農地であり、問題ないと判断しました。地

区審査でも異議ありませんでした。 

続いて順位８番。 

 

（議案書８番朗読） 

 

 順位８番について、２月１５日に西根・三泉地区農業委

員、推進委員で現地確認を確認して参りました。場所はＪＡ

三泉ふれあいセンターから道生に向かい、土田電気工事から

左の農道に入ったところです。付近に賃借人の耕作地があり、

申請通りであれば問題ないと判断しました。地区審査でも異

議ありませんでした。以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続きまして順位９番、柴橋地区大泉委員お願いします。大

泉委員。 

 

大泉委員    はい、議長。１０番、大泉です。 

         順位９番。 

 

         （議案書順位９番朗読） 

 

         順位９番について、２月１２日に柴橋地区農業委員、推進

委員で現地確認を確認して参りました。場所は国道４５８号

線のヤマザワ寒河江西店から西へ大江町方面に向かい、最上

橋を北に入った箇所、国道４５８号線の最上橋の手前を南に

入った箇所、さらに南へ進んだ最上川沿いの箇所の３箇所で

す。貸人と借人は祖母と孫の関係であり、申請通りであれば
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問題ないと判断しました。地区審査でも異議ありませんでし

た。以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続きまして順位１０番、１１番、白岩地区郷野委員お願い

します。郷野委員。 

 

郷野委員    はい、議長。６番、郷野です。 

         順位１０番、１１番。 

 

         （議案書順位１０番、１１番朗読） 

 

         順位１０番について、２月１７日に白岩地区農業委員、推

進委員で現地確認を確認して参りました。場所は国道１１２

号線と国道４５８号線が交わる信号交差点を北上し、１００

メートルほど進んだ西側です。申請通りであれば問題ないと

判断しました。地区審査でも異議ありませんでした。以上で

す。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         補足ですが、順位１０番は譲受人住所が山形市ですが、勤

め先が寒河江市宮内ですのでご了承ください。 

続いて、農地法に基づく許可要件について、事務局から説

明をお願いします。事務局。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい。議長。 

順位４番から１１番まで、農地法第３条調査書に基づく調

査の結果、農地法第３条第２項各号には該当しないことが確

認されましたので、許可要件の全てを満たしていると考えま

す。 
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木村議長     ありがとうございました。 

         これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員及び事

務局からの説明について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第６号「農地法第３条の規定による許可処分について」、

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第６号は原案のとおり決定いたしまし 

た。 

         次に、議第７号「農地法第５条第１項の規定による許可申

請書の審議について」、地区担当委員より、議案の朗読と現地

調査の結果、地区審査の結果の報告をお願いします。 

         寒河江・南部地区、氏家委員、お願いします。氏家委員 

 

氏家委員     はい、議長。８番、氏家です。議第７号「農地法第５条第

１項の規定による許可申請書の審議について」１４ページを

ご覧ください。 

 

         （議案書順位５番朗読） 

 

場所につきましては天童街道のセブンイレブンの交差点を

山形方面に１キロメートル進み、沼川橋の手前道路西側の農

地です。２月１９日の事前審査会で現地確認を行いましたが、
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申請書通りであれば問題ないと判断します。本日の地区審査

でも異議ありませんでした。 

続いて順位６番。 

 

（議案書順位６番朗読） 

 

場所につきましては陵南中学校からふるさと公園に向かい、

高速道路手前を東に１００メートルほど入った箇所です。２

月１４日、寒河江・南部地区農業委員・推進委員で現地確認

に参りましたが、奥にはキウイの棚があり、家庭菜園をした

形跡がありますが、敷地には砂利が敷いてあり、多くの庭石

が置いてありました。農地法第５条の申請を受け付けるのが

適切か否かとの話になり、急遽２月１９日の事前審査会でも

現地確認を行い、事前審査会出席者で審議しました。片桐会

長職務代理者からの報告にもあったとおり、都市計画区域内

で住宅に囲われた耕作外農地を原状復帰することは現実的で

なく、また約２０年農地性を失っていることから、今回の農

地法第５条申請を取り下げ、非農地証明願を提出するよう指

導すべきだと判断しました。本日の地区審査でも同様の意見

にまとまりました。 

続いて順位７番。 

 

         （議案書順位７番朗読） 

 

場所につきましては南部地区の薬王堂から国道１１２号に

沿い山形方面に進み、グリバーさがえの看板のある丁字路の

東の農地です。申請者は地元の建設会社であり、車両、重機

及び従業員が増加したことから、駐車場及び資材倉庫を新設

するものです。２月１９日の事前審査会で現地確認を行いま

したが、大型車両の頻繁な出入りが予想されるため、周囲へ
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の騒音や、通学小学生の交通安全への配慮がなされれば問題

ないと判断しました。本日の地区審査でも異議ありませんで

した。以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続きまして順位４番、西根・三泉地区西尾委員お願いしま

す。西尾委員。 

 

西尾委員    はい、議長。４番、西尾です。 

         順位４番。 

 

         （議案書順位４番朗読） 

 

場所につきましてはＪＡ三泉ふれあいセンターから夕カヘ

方面に向かったところにある三泉ライスセンター隣接農地で

す。２月１５日に西根・三泉地区全農業委員、推進委員で現

地確認を確認して参りました。申請通りであれば問題ないと

判断しました。本日の地区審査でも異議ありませんでした。

以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続きまして順位３番、高松・醍醐地区猪倉委員お願いしま

す。猪倉委員。 

 

猪倉委員    はい、議長。７番、猪倉です。 

         順位３番。 

 

         （議案書順位３番朗読） 

 

場所につきましては清助新田コミュニティセンター手前道
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路右側の農地です。１月１３日に高松・醍醐地区農業委員、

推進委員で現地確認を確認して参りました。貸人と借人は親

子関係にあり、第１種農地農業振興地域ではありますが、申

請通りであれば問題ないと判断しました。本日の地区審査で

も異議ありませんでした。以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続きまして順位８番、白岩地区猪倉委員お願いします。郷

野委員。 

 

郷野委員    はい、議長。６番、郷野です。 

         順位８番。 

 

         （議案書順位８番朗読） 

 

場所につきましては国道１１２号線で寒河江川を渡り約３

００メートル先を右折、ＪＡ白岩の前を通り金谷団地の中に

ある農地です。２月１７日に白岩地区農業委員、推進委員で

現地確認を確認して参りました。申請通りであれば問題ない

と判断しました。本日の地区審査でも異議ありませんでした。

以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

続いて農地法に基づく許可要件について事務局から説明をお

願いします。順位６番の対処方法についても併せて説明お願

いします。事務局。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい、議長。 

          順位３番は住宅建築用敷地への転用申請になっておりま

す。申請地は、農用地区域外にある農地で、おおむね１０
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ｈａ以上の規模の区域にある農地で、第１種農地と判断し

ます。第１種農地は原則不許可ですが、集落に接続してお

り、また代替性もなく、農地区分と転用目的は問題ないと

考えます。 

          順位４番は農機具庫保管庫用敷地への転用申請になって

おります。申請地は農用地区域内の農地であり、農振法の

農用地から農業用施設用地への用途変更の手続きが済んで

いる農地となっております。農用地区域内にある農地は原

則不許可ですが、農業用施設用地への用途変更が済んでお

りますので、農地区分と農地転用目的は問題ないと考えま

す。 

順位５番は宅地分譲用敷地への転用申請になっており  

ます。申請地は都市計画区域内の用地地域にある農地で、

第３種農地と判断します。第３種農地であっても、通常宅

地分譲は認められておりませんが、用途地域内にある農地

であり、例外として宅地分譲も認められており、農地区分

と転用目的は問題ないと考えます。 

          順位６番は住宅建築用敷地への転用申請となっておりま

す。申請地は、都市計画区域内の用途地域にある農地で、

第３種農地と判断します。第３種農地は原則許可ですので、

農地区分と転用目的は問題ないと考えます。 

順位７番は建築資材倉庫建築及び駐車場用敷地への転用

申請になっております。申請地は農用地区域外の農地で、

第１種農地及び第３種農地のいずれにも該当しない農地で

あり、小集団の生産性の低い農地等で、第２種農地と判断

します。第２種農地は原則不許可ですが、住宅に囲まれた

農地であり、また代替性もなく、農地区分と農地転用目的

は問題ないと考えます。 

順位８番は貸駐車場用敷地への転用申請になっておりま

す。申請地は、農用地区域外にある農地で、住宅の用若し
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くは事業の用に供する施設が連たんしている農地で、第３

種農地と判断します。第３種農地は原則許可ですので、農

地区分と転用目的は問題ないと考えます。 

また、いずれも農地転用許可一般基準調査書に基づく調

査の結果、不適な事項はなく、問題ないと考えます。 

なお、順位６番ですが、寒河江・南部地区担当委員から

意見があったとおり、農地性を失っているので申請の取り

下げたうえでの非農地証明願か、転用の追認申請を認める

か、ご審議ください。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員及び事

務局からの説明について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。なお、順位６番について、地区担当委員から意見を求め

ます。山田委員。 

 

山田委員     はい、議長。１番、山田です。 

         順位６番は農地性を失って２０年以上経過しているため、

非農地証明願の申請を求めるのが一番現実的かと思われます。 

 

木村議長     他に意見はありませんか。事務局。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい、議長。 

         順位６番について補足ですが、１番厳しい対応が農地性 

の原状回復、２番目が転用の追認を認めること、３番目が非 

農地証明での対応です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         寒河江・南部地区担当委員の意見を尊重し、順位６番を取

り下げのうえ非農地証明願を出すよう指導するようしたいと
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考えますが、いかがですか。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい、議長。審議の結果、順位６番は取り下げて非

農地証明願の提出を求めるべきだということになれば、申請

者にはそのように伝えます。 

              

 

木村議長     では採決します。 

         議第７号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書の

審議について」、順位６を除き、原案のとおり決定することに

賛成の方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、順位６番を除く議第７号は原案のとお

り許可相当として、県知事に意見を送付いたします。順位６

番は取り下げのうえ、非農地証明願の提出を求めることとし

ます。 

次に、議第８号「非農地証明願の審議について」、地区担当

委員より、議案の朗読と現地調査の結果、地区審査の結果の

報告をお願いします。 

         白岩地区、郷野委員、お願いします。郷野委員。 

 

郷野委員     はい、議長。６番、郷野です。 

         議第８号「非農地証明願の審議について」、 

 

         （議案書順位２番朗読） 

 

         場所につきましては白岩旧道を田代方面に向かう道路沿い

にあります洞興寺の手前５０メートル前を右に入り、３０メ
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ートル進んだ農地になります。小さい農地で半分は傾斜地、

残り半分も農地としては使いづらい土地であり、問題はない

と判断しました。２月１９日の事前審査会において出席の農

業委員と推進委員で現地の確認を実施して参りました。地区

審査でも異議ありませんでした。以上です。 

 

木村議長     続いて、農地法に基づく許可要件について、事務局から説

明をお願いします。事務局。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい、議長。 

特にありません。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         それではこれより質疑に入ります。ただいまの地区担当委

員及び事務局からの説明について、発言のある方は挙手をお

願いします。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第８号「非農地証明願の審議について」、原案のとおり決

定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第８号は原案のとおり決定しました。 

 

木村議長     次に、議第９号「農用地利用集積計画書の審議について」、

１１番鈴木委員、熊坂推進委員、鬼海推進委員が関係委員に

なっておりますので、関係委員は退席をお願いします。 
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（関係委員退席） 

 

地区担当委員より、議案の朗読と現地調査の結果、地区審

査結果の報告をお願いします。 

はじめに、寒河江・南部地区、氏家委員、お願いします。

氏家委員。 

 

氏家委員      はい、議長。８番、氏家です。 

          議第９号「農用地利用集積計画書の審議について」２０ペ

ージをお開きください。 

 

         （議案書朗読） 

 

         続いて、集計表をご覧ください。寒河江地区１６筆、田０．

５７ヘクタール、畑０．４４ヘクタール、樹園地０．５７ヘ

クタールです。南部地区１筆、田０．１６ヘクタールです。 

うち利用権設定等促進事業は、寒河江地区１筆、畑０．１

３ヘクタールです。南部地区１筆、田０．１６ヘクタールで

す。 

うち農地中間管理事業は寒河江地区１５筆、田０．５７ヘ

クタール、畑０．３１ヘクタール、樹園地０．５７ヘクター

ルです。 

 利用権設定等促進事業につきましては、いずれの農地も農

用地区域内であり、譲受人は認定農業者であるため問題ない

と判断しました。地区審査でも異議ありませんでした。 

農地中間管理事業につきましては、いずれの農地も市街化

区域外であり、地区の担い手等に貸し出すために農地中間管

理機構へ集積することに適していると判断しました。地区審

査でも異議ありませんでした。以上です。 
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木村議長     ありがとうございました。 

続いて、西根・三泉地区、西尾委員、お願いします。西尾

委員。 

 

西尾委員      はい、議長。４番、西尾です。 

         ２０ページをご覧ください。 

 

         （議案書朗読） 

 

続いて、集計表をご覧ください。西根地区２２筆、田２．

４９ヘクタール、樹園地０．４１ヘクタールです。 

農地中間管理事業につきましては、いずれの農地も市街化

区域外であり、地区の担い手等に貸し出すために農地中間管

理機構へ集積することに適していると判断しました。地区審

査でも異議ありませんでした。以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

続いて、柴橋地区、大泉委員、お願いします。大泉委員。 

 

大泉委員      はい、議長。１０番、大泉です。 

         ２１ページをお開きください。 

 

         （議案書朗読） 

 

 続いて、集計表をご覧ください。柴橋地区１４筆、田１．

２１ヘクタール、畑０．３９ヘクタールです。 

           農地中間管理事業につきましては、いずれの農地も市街

化区域外であり、地区の担い手等に貸し出すために農地中

間管理機構へ集積することに適していると判断しました。
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地区審査でも異議ありませんでした。以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

続いて、高松・醍醐地区、猪倉委員、お願いします。猪倉

委員。 

 

猪倉委員      はい、議長。７番、猪倉です。 

         ２１ページをお開きください。 

 

         （議案書朗読） 

 

         続いて、２５ページの集計表をご覧ください。高松地区７

筆、田０．４６ヘクタール、樹園地０．４４ヘクタールとな

っております。醍醐地区１３筆、田２．６０ヘクタールとな

っております。 

          農地中間管理事業につきましては、いずれの農地も市街化

区域外であり、地区の担い手等に貸し出すために農地中間

管理機構へ集積することに適していると判断しました。地

区審査でも異議ありませんでした。以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

続いて、農業経営基盤強化促進法に定められた各要件につい

て、事務局から説明をお願いします。事務局。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい、議長。 

      農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第５

条の改定により改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第

３項の各要件を満たしていると考えます。以上です。 

 

木村議長       ありがとうございます。 
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          それではこれより質疑に入ります。ただいまの地区担当

委員及び事務局からの説明について、発言のある方は挙手

をお願いします。 

 

後藤委員      はい、議長。３番後藤です。 

          借受人の資質についてです。借受人名簿の中に、既に借

りている農地を適正に管理していない、耕作していない人

がいますが、この場合も認めるのでしょうか。 

 

木村議長      身の丈に合った農地を取得すべきですが、つい背伸びし

た結果自分だけでは管理しきれなくなった農地が以前から

散見されます。 

          今回の借受人にも該当者がおります。各地区の意見を求

めます。意見を求めるため、関係委員の入室を許可します。 

 

         （関係委員入室） 

 

木村議長      関係委員に申し上げます。審議については問題ありませ

んでしたが、採決前に借受人の資質について意見が出まし

たので意見を求めます。片桐代理。 

 

片桐 会長 職務 代 理 者  １７番片桐です。 

          農地は誰でも借りられるわけではなく、第一に耕作を行

うこと。そして耕作を行うための資質があります。農機

や知識、実績などです。審査する際は家族構成や就農年

数を含めて総合的に判断します。その中で、過去に適切

な耕作をしていなければ指導などを行いますが、繰り返

し同じ事案が発生し改善が見られない場合、資質が欠け

ていると判断され、新たに農地を借りることは難しいと

いう判断につながります。 
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木村議長      ありがとうございました。西根地区、芳賀委員。 

 

芳賀委員      １３番芳賀です。 

          難しい判断ですが、新規就農者には各農協や農業委員が

指導者としてついています。まずは指導者に相談が必要

であり、指導者もしっかり新規就農者を指導する必要が

あります。新規就農者が農地を管理できていない場合、

指導者からこれ以上の農地拡大は無理だと伝え、まず耕

作中の農地を正しく管理することを徹底させなければい

けません。 

          また、新規就農者の中にも、例えば果樹メインから野菜

メインなど、営農計画を変更することがあります。そう

いった際に関わる農業委員にも指導する力・資格が求め

られます。 

いずれにせよ、農地を借りる場合は最低５年耕作するよ

う指導しなければなりません。 

新規就農者も経営など大変なので、新規就農者は農業委

員に相談し、農業委員はしっかり指導する体制づくりが必

要です。 

 

木村議長      ありがとうございました。柴橋地区、奥山委員。 

 

奥山委員      １５番奥山です。 

         新規就農する際は書類に指導者を書く欄があるので、新規 

就農者には何かあったら必ず指導者に相談するように伝え

なければいけません。 

          ただ、最近の農業者には作物を収穫したら農地をそのま

まにする人もいるので、そういった部分も指導が必要で

す。 
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木村議長       ありがとうございました。高松地区、影沢委員。 

 

影沢委員       ２番影沢です。 

           新規就農者は経営面積を大きくしすぎると管理が大変

だと思います。また、耕作料を支払わない借受人にも毅

然とした対応が必要です。 

 

木村議長       ありがとうございました。白岩地区、眞木委員。 

 

眞木委員       ５番眞木です。 

           新規就農者に限らずですが、農地中間管理事業におい

て、前耕作者と別の耕作者の間で知らない間に書類が交

わされていることがあります。農地中間管理事業で農地

を借りる際は農業委員が間に入るはずですが、そこが正

しく行われていない事例がすでに起こっています。注視

していかなければならない。 

 

木村議長       まずは借りている農地を最低限管理するよう指導してい

く、ということでよろしいでしょうか。 

 

眞木委員       ５番眞木です。 

           農地中間管理事業や農用地利用集積計画についても、

事前審査会で審議してはいかがですか。 

 

木村議長       このような意見もありますので、今後は話をしていき

たいと思います。 

 

山田委員       農地中間管理事業は農協が事務を行っているので、農

業委員に相談なくＪＡに行って決めてしまう。そして、
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農協職員も農業委員に何も言わずマッチングに出してし

まうことがあります。農協も農業委員と密に連絡を取り、

見守らなければならないと思います。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） 農地中間管理事業のマッチング案は農協からデータ

をもらっているので、事前審査会などで総会前に示せる

ようにしたいと考えています。 

           新規就農者に関しては農林課農政係でも指導しており

ますので、情報交換を密に行ってまいります。 

 

木村議長       ありがとうございます。 

今後は農地中間管理事業のマッチング内容は事前審査 

会で判断したいと思います。 

 

鈴木委員       １１番鈴木です。 

           農地中間管理事業において、農業委員会の許可を得ず

に借人変更が行われているケースがあります。そういっ

た事案も事前審査会で審議する必要があります。 

 

木村議長       それでは採決しますので、関係委員は再度退席をお願

いします。 

 

（関係委員退席） 

 

木村議長       では採決します。議第９号「農用地利用集積計画書の審

議について」、原案のとおり決定することに賛成の方の挙

手を求めます。 

 

         （全員挙手） 
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木村議長       全員賛成ですので、議第９号は原案のとおり決定いたし

ました。 

           議決が終わりましたので、関係委員の入室を許可します。 

 

（関係委員入室） 

 

木村議長      関係委員に申しあげます。 

          議９号は原案のとおり決定したことを報告します。 

これで、本日上程された議案については全て議決されまし

た。 

          以上をもちまして、本日の総会を終了します。 

          ご苦労さまでした。 

 

閉会 午前１１時 ３分 



 - 24 - 

     令和６年２月２６日 

 

 

第 ２ 回 総 会  議  長  木 村 三 紀    

 

議事録署名委員  ２番委員  影 沢 政 俊    

 

議事録署名委員 １４番委員  高 橋  博     


